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今年は 7月 中旬か ら最高気温が 35度を

超 える猛暑 日が続き、 9月 に入つてか らも

まだ猛暑 日が続いています。異常気温 とい

うよりは既に 日本は亜熱帯になっているよ

うに思われます。急激な気温上昇 と年々深

刻化す る少子高齢化を考えると10年、 2

0年先の 日本はどうなっているので しょう

か。大きな不安を感 じるのは私だけではな

い と思います。 このように人類全体で政 り

組まなければならない大きな課題が幾つ

もあるのに、最大の人権侵害である戦争

は終わることなく拡大 して   了_コ

いることに虚 しさを感 じて

いますが、臆することなく

平和 と人権の擁護、社会正

義の実現に向けて歩を進め

て行 かねば と思 ってい ま

す。 (鈴木典行 )
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Suzuran Law Office

弁護士コラム ～1日続あれこれ～

1 はじめに

最近、コロナ融資の返済が始まつたこ

ともあ り、債務整理、事業再生の相談が

徐々に増えてきていますが、高齢化に伴

い相続が絡む相談も相変わらず多くきて

います。債務整理、事業再生については
「すず らん通信 26号」で紹介 しま した

ので、今回は相続に関連するお話をした

いと思います。

2 相続前「合戦

最近の傾向としてまだ本目続が始まって

いない (親は亡くなっていない)段階か

ら親の財産を巡つて相続の前哺戦が展開

されることが多 くなってきているように

思われます。

(1)子どもが親の預金を引き出 して自分

や家族のために使 うケース

子 どもが親の預金を引き出す場合、

親からの依頼あるいは親の了解を得て

払い戻 しを受けるのが原則です。親が

自分で預貯金の管理をすることが難 し

くなった場合、子にその管理を委ねる

ことが一般です。子が親に代わつて引

き出した預貯金が本当に親のために使

われたか後 日問題にされる場合があ り

ます。子が親の預貯金を勝手に引き出

し自分のために使用 した場合は、他の

相続人か ら親の財産を勝手に自らのた

めに使つたとして不法行為又は不当利

得返還請求の裁判が提起されることが

あります。多 くの場合兄弟間の争いに

なります。実務ではこの形態の訴訟が

しばしば提起 され、遺産分割調停 とは

別個の手続きで争われます。

引き出された金員が親の同意を得た

上で子のために使われた場合は、その

金員は子に対する生前贈与と解 され、

一般には、特別受益の問題 (民法903

条)と な ります。

実務的には、相続発生後金融機関か

ら親の預貯金の取引履歴の開示を受け

検討することになります。引き出され

た金員の額や親の健康状態、生活状

況、預貯金の通帳の管理状況等から判

断されることにな りますが、引き出さ

れた金員が実際に親の同意を得た上で

なされたのか、号|き 出された金員がど

のように使われたのかの立証はかなり

困難を伴 うのが一般です。 日ごろから

親 とのコミュニケーションを取ること

が大切だと思います。

(2)自分の希望する遺言書を作成 しても

らう

遺言書の作成は、大きく分けて 2つ
のパターンがあります、 「被本目続人

(遺言者)が 自らの意思で遺言書を作

成する場合」 (①のパターン)と 「相

続人等が自らの希望に沿う遺言書を被

相続人 (遺言者)に作成してもらう場

合」 (②のパターン)です。経験的に

は、この2つの作成割合は、同程度の

ように思います。

①のパターンは、遺言書の作成に苦

労することはありませんが、遺言執行

者としてその遺言内容の執行をするの

に大変苦労した経験があります。遺言
の内容が自らの意思に反する相続人か

ら猛烈な抵抗を受けたのです。天国に

いる遺言者に出てきて欲しいと切に

願ったものです。その点、②のパター

ンは、相続人の希望に沿った遺言書の

実現ですから、多くの場合遺言書の作

成を依頼した相続人の協力を得ること

が出来ますから執行行為に苦労するこ

とはあまりありません。
いずれに しろ、相続前哺戦 として

は、自らに有利な遺言書を親 (被相続

人)に作成してもらうのが一番有効な

方法です。そのような遺言書を親 (被

相続人)に作成してもらうには日ごろ

の被相続人に対する態度が大切だと思

い ま す (「親 を 大 切 に しま し ょ

う !」 )。
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今護±■,と ～祖続あれこれ～

3 遺産分割

親が亡くな り、相続が発生 し遺言書が

ない場合は相続財産をどのように分割す

るか相続人間で決める必要があります。

法定相続分を基準にして相続人間で話 し

合つて決めることになりますが、話 し合

いで決まらない場合は、遺産分割調停を

提起することになります。遺産分割協議

で問題になる点について簡単に解説 しま

す。

何)相続財産の範囲

民法は、相続人は、相続開始の時か

ら、被相続人の財産に属 した一切の権

利義務を承継する (民法896条 1項)と
規定するだけで、何が相続財産になる

かについて規定 していませんので、民

法の財産法の考えにしたがつて個々判

断されることになります。およそ回収

が困難 と思われる貸付金、相続人 (親

族)に対する貸付金、会社等第二者の

資金で購入 された相続人名義の不動産

や有価証券などの本目続財産性が問題 と

なることがあ ります。

ところで、 「死亡時に受け取る生命

保険金」や 「死亡時に支払われる死亡

退職金」などは、上記の意味から遺産

分割の対象 となる相続財産ではありま

せんが、相続税法上は、相続財産 とみ

なされこれ らを含めて相続税が計算 さ

れます。もつとも、相続財産ではあ り

ませんから、相続放棄をしても上記生

命保険金等は受け取ることが出来るの

が原則です。

多額の借金を抱えていた被相続人が

高額の生命保険に加入 した上で数年後

自殺 した事案で、多額の生命保険金を

受領 した遺族が相続放棄 し被相続人の

債権者への弁済は拒否 した事例を経験

したことがあ ります。弁済を受けるこ

との出来なかつた被相続人の債権者は

納得できませんで したが、法律上は相

続人に弁済を強制することは難 しい事

案でした。

(2)遺産分割の対象となる相続財産とし

て問題になる点

ア 特別受益者の相続分 (みなし相続

財産 )

本来遺産分害Jの封象 となる相続財

産は、上記 したとお り被相続人が死

亡した時における相続人の財産です

が、民法は一定の場合にそれ以外の

財産も相続財産 とみなして各相続人

の相続分を算定するとしています。

民法が特別受益 として持ち戻 しの対

象 となる財産 として規定 しているの

は、 「遺贈」または 「婚姻、養子縁

組のための贈与」若 しくは 「生計の

資本 としての贈与」です。 「特別受

益」に当たる場合は、当該価額を加

えたものを相続財産 とみなしこれを

基礎 として各相続人の相続分が算定

されることにな ります (民法903条 1

項)。

何が特別受益の対象 となる贈与か

の判断は、当該生前贈与が相続財産

の前渡 しとみ られる贈与であるか否

かを基準 とし、相続人間の衡平をも

考慮 して判 断すべ き とされていま

す。被相続人の生前の資力、収入、

家庭状況等に照 らし判断 されること

にな ります。あくまでも「生計」の

基礎 となるものに限られますから、

ある子だけ特に可愛が られ小遣いを

多 くもらったような場合は含まれな

い とされています。また、子の扶養

のために親か ら付与 された財産も扶

養は親の義務の履行であつて贈与で

はないか ら含まれない とされる場合

が多いようですが、実際の判断は難

しい場合が多 くあ ります。
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イ 寄与分

寄与分 とい う言葉を聞いたことがあ

ると思います。寄与分 とは、共同相続

人の中に、被相続人の財産の維持又は

増加について特別の寄与をした者があ

る場合に、他の相続人との間の実質的

な衡平を図るため、その寄与 した相続

人に封 して相続分以上の財産を取得 さ

せる制度です (民法904条 の2)。

親 と同居 して親の事業を手伝い、親

の財産の維持 。増加に大きな貢献をし

た、仕事を辞めて親の療養看護に努め

た等が しば しば寄与分として主張され

ます。寄与分は相続人間で協議 してそ

の額を定めることになっていますが、

特定の相続人か ら寄与分の主張がなさ

れた場合当事者間で寄与分の額につい

て合意をすることは一般に困難ですの

で、家庭裁判所に申立て決定してもら

う場合が多いです。

4 お一人様問題

非婚率が高ま り生涯独身でいるケースが

増えています。その中には考えさせ られる

事案があります。相続 も絡み考えさせ られ

た 2つの事案を参考に紹介 します。

(事案1)

優良中小企業のオーナーの一人娘で し

た。生涯独身で子 どもはいませんで し

た。 60代に入つて間もなく前頭側頭型

認知症を罹つて しまい、結局銀行から派

遣されていた役員により持ち株を安価で

譲渡させ られ事実上会社から追い出され

ました。この方は友人がほとんどいな

かつたようで、認知症に罹患した後親身

に彼女のことを考えてくれる友人、親戚

はいませんで した。心血を注いだ会社か

ら追われ晩年は寂 しかつたと思います。

会社を去ってか ら症状が急速に悪化 して

数年後に亡くな りました。

(事案2)

これは現在進行中の事案です。 80
代に入つたばか りの独身の歯科医の女

性です。突然当事務所に 「家から追い

出されそ うなので助けて欲 しい」と電

話で切実な訴えをしてきました。心配

になり自宅を訪問し、直接本人から事

情を確認 しました。数年前に歯科医は

廃業 してお り、一人で生活 していまし

た。医師、ケアマネージャー、親戚

(従妹)の方の名前が出ましたから、

これ らの人は彼女のことを心配 してい

るよう1こ 思われましたが、彼女に被害

意識 (家 を追い出される、財産を奪わ

れる)が強 くいずれの方も信用出来な

いとして名前を教えてもらえませんで

した。彼女から助けて欲 しいとの強い

訴えがありましたが、関係者の名前も

教えてもらえない状況では彼女のため

の良い法的手段を見いだすことが難 し

い状況でした。最近は連絡もなくなり

ましたので、どうなっているか心配で

す。

5 まとめ

以上の事案の考察から、問題が発生 し

てから法的手段を検討 しても遅い場合が

多いように思います。いつまでも健康で

心身が健全な状態が続 くとは限 りませ

ん。若 くて自信がある時は、自分だけは

いつまでも元気に活躍できると思い込み

がちです。まだ余裕がある時に、一度立

ち止まって、将来のことをゆっくり考え

てみることも大切なことだと思います。

(鈴木典行 )
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弁護士コ巧ム
～裁判員就宇u～

今年は、私が弁護人 として参加する裁判員裁判 (国民の中から選ばれる裁

判員が刑事裁判に参加する裁判)が 5月 に 1件 (現住建造物等放火未遂罪 )

終わ り、 9月 にも 1件 (強盗致傷罪)予定 されてお ります。

裁判員裁判は、一定の重大犯罪が対象 となつていることから複雑困難な裁判になる傾向が

ありますが、一般の方である裁判員にも理解できるようわか りやすい説明が求められます。

そのため、裁判員裁判当日は、難 しい法律用語を簡単な用語に説明した上でパ ワーポイン ト

などのスライ ドを利用するなど工夫 して臨むことにな ります。裁判員裁判に参加 した裁判員

のアンケー トで 「弁護人の説明がわか りやすかつた」 との記載があると長期間にわたつて準

備 した甲斐もあ り嬉 しい気持ちになります。

また、裁判員のアンケー トでは、被告人に姑 して実際に有罪 と認定することや具体的な刑

罰を科すことにかな り苦悩 したとの感想 もあ り、改めて裁判員裁判の存在は、人が人を裁 く

ことについて深 く考える契機にもなつていると実感 します。実際に、皆様が裁判員に選ばれ

て裁判員裁判に参力日することはほとんどない と思いますが、裁判員裁判を傍聴す ることは可

能なので、是非、裁判員裁判を傍聴 してみてはいかがで しょうか。 (弁護士 鈴木裕大)

″空と家の増加に歯止めを～

今回は、昨年 12月 に施行された、改正空家法 (正式名称 :空家等対策の推進に

関する特別措置法の一部を改正する法律)について取 り上げたいと思います。

居住の目的のない空家の数は、1998年 から2018年の20年間で約 1。 9倍に増加

し、2018年時点では349万戸に及びます。改正前の空家法は、居住目的のない空き家の増加

を抑えられず、倒壊する危険のある空き家に対しても、命令等の手続を経なければ代執行

により除去,できない状態でした。

改正空家法では、緊急代執行制度が設けられ、一部の空き家については命令等の手続を

経ずとも除却等の代執行が可能となりました (法22条 11項)。 また、空き家の活用拡大、

管理の確保も整備 されました。並行して、国道交通省は今年の6月 に「不動産業による空き

家対策指針プログラム」を掲げ、空き家に係る媒介報酉州規制の見直しや、不動産コンサル

ティング業務に空家事業を組み入れるための取 り組みを進めようとしています。

改正により、今にも倒壊 しそ うな空き家の除却へのハー ドルが下がつただけでなく、不

動産業界を巻き込んで空き家の有効活用を図ろうとする試みも見られ、居住 目的のない空

家数の減少に期待が持てそうです。 (弁護士 清水恭子 )

日々縦感 ～胆口中観章～
少 し前になりますが、令和 5年秋の叙勲において旭 日中綬章を授与されま

した。叙勲理由は 「弁護士功労」ということでした。勿論叙勲によつてそれ

まで行つて来た活動の評価が変わるものではないと思いますが、叙勲の事実

を知って身近な人だけでなく近時連絡のなかつた知人・友人からも祝福の言

葉やお祝いをいただき、叙勲は、多くの人の支えがあってのものだと強く感

じ、周 りの方々への感謝の気持ちが一層高まりました。長年苦労を掛けた家

内も喜んでくれ、一緒に皇居に行ったことは、記念写真の順番待ちで長時間

待たされたことと共に忘れられない思い出になりました。これからも弁護士

の使命を心に刻み依頼者のお役に立てるように弁護士業務に努めて参 りますので、さらなるご

指導ご鞭撻をいただきますようよろしくお願いいたします。 (弁護士 鈴木典行)
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◆新たに入而した清本恭子弁護士のご紹介

今年の 3月 より、当事務所に入所いた しました。愛知県豊橋市出

身で、早稲田大学政治経済学部政治学科 。早稲 田大学法科大学院を卒

業 し、令和 4年に弁護士登録いたしました。

趣味として、去年の夏から月に数回、茶道 (裏千家)、 華道 (池

坊)のお稽古に通つています。お客様をもてなす心を持つて茶器を取

り扱い、花に触れるとき、 日常生活では味わえない集中力を発揮で

き、自分自身の心も澄み渡 ります。加えて、毎回のお稽古で、おい し

い抹茶 と和菓子を頂けることも、私にとつては大きな魅力です。

私は小学生のころに初めて民事裁判 (尋問期 日)を傍聴 しました。私はちょうど被告

側の弁護士が正面に見える席に座つていたので、弁護士が法廷で雄弁に語る姿が私の 目

に焼き付きま した。小学校の卒業式では 「将来の夢は弁護士です」と宣言 していまし

た。大学では政治の勉強が中心でしたが、法律の勉強もしたいと思い、憲法ゼ ミに所属

しました。ゼ ミで裁判例に基づ く議論に熱中していくうちに、恩師から「清水 さんは絶

対に弁護士になるんだよ」とい う言葉に背中を押 され、弁護士を本格的に志 しました。

実際に弁護士 とな り、常に最善の解決策を模索 し、解決策を実現するために必要な道

筋を辿ることに、大変や りがいを感 じてお ります。 自分の考えに固執することなく、常

に虚心坦懐に事案を分析 し、事案の進展を見て臨機応変に対応できる弁護士を目指 して

いきたいと思っています。

◆編集後記
まだまだ暑い 日が続きますが、皆様おかがお過ごしでしょうか。

今回のすず らん通信では、身近で起こりうる 「相続」等の問題について、所長が分か

りやすく解説 してお ります。ご質問、ご感想等ございましたら是非お寄せ下さい。

当事務所は新たに清水恭子弁護士が加わ り、新体制でこれまで以上に質の高い リーガ

ルサービスを提供できるよう取 り組んでいく所存です。今後 とも、当事務所をどうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 (事務局 )

!ζ璽雰;票どl随時法律本目談の申込みを受付けております。         エ

法律問題でお困りの方は、お気軽にご連絡ください。ご都合の良い日を調整させていただ

きます。顧問契約、ホームロイヤー契約を結ばれ 区
―

HД】漂XX凛瑾XHXX‐ X】

た方の法律相談料は無料です。          電話番号 :052-239-1220
詳細はホームページをご覧下さい。        受付時間 : 平日 午前 9時～午後 5時

ホームページもご覧下 さい。

http://w瑯困Ⅳosuzuranlawocom/ 与if,たユEa“ 0互 ぼ工ⅢⅢ I
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